
 

令和２年長浜市議会９月定例会 

議案書・諮問 
                                       

1 令和２年度長浜市一般会計補正予算（第５号） 

10 令和２年度長浜市一般会計補正予算（第６号） 

31 令和２年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

38 令和２年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

46 令和２年度長浜市病院事業会計補正予算（第２号） 

49 令和元年度長浜市一般会計歳入歳出決算の認定について 

50 令和元年度長浜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

51 令和元年度長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）歳入歳出決算の認定について 

52 令和元年度長浜市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

53 令和元年度長浜市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

54 令和元年度長浜市休日急患診療所特別会計歳入歳出決算の認定について 

55 令和元年度長浜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

56 令和元年度長浜市病院事業会計決算の認定について 

57 令和元年度長浜市老人保健施設事業会計決算の認定について 

58 令和元年度長浜市公共下水道事業会計決算の認定について 

59 長浜市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

61 長浜市道路占用料徴収条例の一部改正について 

67 長浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について 

70 都市公園の廃止について 

71 財産の取得について 

72 市道の路線の認定について 

74 令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合会計の決算の認定について 

75 上草野財産区管理会の委員の選任について 

76 上草野財産区管理会の委員の選任について 

77 上草野財産区管理会の委員の選任について 

78 上草野財産区管理会の委員の選任について 

79 上草野財産区管理会の委員の選任について 

80 上草野財産区管理会の委員の選任について 

81 上草野財産区管理会の委員の選任について 

83 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

84 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 



85 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

86 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

87 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

88 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

89 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

90 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

91 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

92 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

93 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

94 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

95 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  

  

 



議案第８３号 

 

   令和２年度長浜市一般会計補正予算（第５号） 

 

 令和２年度長浜市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７５，０００千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６９，３０８，５８７千円とする。 

 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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第１表　歳入歳出予算補正

歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

19 繰越金 50,000 63,400 113,400

1 繰越金 50,000 63,400 113,400

21 市債 5,056,300 11,600 5,067,900

1 市債 5,056,300 11,600 5,067,900

歳　　　　入　　　　合　　　　計 69,233,587 75,000 69,308,587

歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

11 災害復旧費 0 75,000 75,000

2 農林水産業施設災害 0 39,600 39,600

復旧費

3 公共土木施設災害復 0 23,400 23,400

旧費

4 文教施設災害復旧費 0 12,000 12,000

歳　　　　出　　　　合　　　　計 69,233,587 75,000 69,308,587
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第２表　地方債補正

追加
限度額 起債の方法 利率

文 教 施 設 災 害 復 旧 事 業 11,600

普 通 貸 借

又　　　は

証 券 発 行

　6.0%以内
（ただし、
政府資金及
び地方公共
団体金融機
構資金につ
いて、利率
の見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金及び滋賀県市町振興資
金貸付金については、その融資
条件により、銀行その他の場合
には、その債権者と協定するも
のによる。ただし、市財政の都
合により、据置期間及び償還期
限を短縮し、又は、繰上償還若
しくは、低利に借換えすること
ができる。

起債の目的 償還の方法

千円
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令和２年度長浜市一般会計 

 

補正予算（第５号）説明書 
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歳入

（款） 19 繰越金

（項）  1 繰越金

1 繰越金 50,000 63,400 113,400

50,000 63,400 113,400

（款） 21 市債

（項）  1 市債

11 災害復旧事業債 0 11,600 11,600

5,056,300 11,600 5,067,900計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 前年度繰越金 63,400

（単位：千円）

金　　額

4 文教施設災害復旧事業債 11,600 保健体育施設災害復旧事業債 11,600

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
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歳出

（款） 11 災害復旧費

（項）  2 農林水産業施設災害復旧費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3 林業施設災害復旧 0 39,600 39,600 39,600

費

0 39,600 39,600 39,600

（款） 11 災害復旧費

（項）  3 公共土木施設災害復旧費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 道路橋梁災害復旧 0 16,200 16,200 16,200

費

2 河川災害復旧費 0 7,200 7,200 7,200

0 23,400 23,400 23,400

（款） 11 災害復旧費

（項）  4 文教施設災害復旧費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3 保健体育施設災害 0 12,000 12,000 11,600 400

復旧費

0 12,000 12,000 11,600 400

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
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（単位：千円）

12 委 託 料 29,600 □林業施設災害復旧事業費 39,600

14 工 事 請 負 費 10,000   林業施設災害復旧業務委託料 19,600

  整備事業費 20,000

（単位：千円）

12 委 託 料 16,200 □道路橋梁災害復旧事業費 16,200

  道路橋梁災害復旧業務委託料 16,200

12 委 託 料 7,200 □河川災害復旧事業費 7,200

  河川災害復旧業務委託料 7,200

（単位：千円）

10 需 用 費 12,000 □保健体育施設災害復旧事業費 12,000

  修繕料 12,000

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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議案第８４号 

 

   令和２年度長浜市一般会計補正予算（第６号） 

 

 令和２年度長浜市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６７４，７０７千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９，９８３，２９４千円とする。 

 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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第１表　歳入歳出予算補正

歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

14 国庫支出金 19,155,417 250,071 19,405,488

1 国庫負担金 5,381,838 9,704 5,391,542

2 国庫補助金 13,748,869 240,367 13,989,236

15 県支出金 3,838,147 16,691 3,854,838

1 県負担金 2,029,103 858 2,029,961

2 県補助金 1,504,511 14,008 1,518,519

3 県委託金 304,533 1,825 306,358

18 繰入金 6,041,611 277,424 6,319,035

1 基金繰入金 6,041,611 277,424 6,319,035

19 繰越金 113,400 65,113 178,513

1 繰越金 113,400 65,113 178,513

20 諸収入 808,142 △27,192 780,950

5 雑入 706,092 △27,192 678,900

21 市債 5,067,900 92,600 5,160,500

1 市債 5,067,900 92,600 5,160,500

歳　　　　入　　　　合　　　　計 69,308,587 674,707 69,983,294
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歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 総務費 17,257,909 134,369 17,392,278

1 総務管理費 16,525,681 79,855 16,605,536

3 戸籍住民基本台帳費 253,084 54,514 307,598

3 民生費 20,594,430 54,012 20,648,442

1 社会福祉費 10,163,858 26,719 10,190,577

2 児童福祉費 8,527,521 26,583 8,554,104

3 生活保護費 1,903,051 710 1,903,761

4 衛生費 7,179,905 95,773 7,275,678

1 保健衛生費 7,179,905 95,773 7,275,678

5 労働費 22,918 1,930 24,848

1 労働諸費 22,918 1,930 24,848

6 農林水産業費 2,249,195 12,197 2,261,392

1 農業費 2,086,016 11,069 2,097,085

2 林業費 158,256 1,128 159,384

7 商工費 2,446,543 94,341 2,540,884

1 商工費 2,446,543 94,341 2,540,884

8 土木費 5,368,641 191,686 5,560,327

4 都市計画費 2,393,061 190,102 2,583,163

5 住宅費 227,296 1,584 228,880

10 教育費 5,921,936 90,399 6,012,335

1 教育総務費 1,333,820 △4,997 1,328,823

2 小学校費 1,506,442 22,831 1,529,273

3 中学校費 667,662 11,910 679,572

5 社会教育費 899,726 52,818 952,544

6 保健体育費 820,096 7,837 827,933

歳　　　　出　　　　合　　　　計 69,308,587 674,707 69,983,294
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第２表　債務負担行為補正

追加

事項

高月小学校放課後児童クラブ施設
リース業務

第３表　地方債補正

追加

変更

期間 限度額

令和2年度から
令和8年度まで

88,000千円

限度額 起債の方法 利率起債の目的 償還の方法

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 10,000

普 通 貸 借

又　　　は

証 券 発 行

　6.0%以内
（ただし、
政府資金及
び地方公共
団体金融機
構資金につ
いて、利率
の見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金及び滋賀県市町振興資
金貸付金については、その融資
条件により、銀行その他の場合
には、その債権者と協定するも
のによる。ただし、市財政の都
合により、据置期間及び償還期
限を短縮し、又は、繰上償還若
しくは、低利に借換えすること
ができる。

千円

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

6.0%以内

補正前 補正前 補正前

と同じ と同じ と同じ

起債の目的
補正前 補正後

政府資金及び滋
賀県市町振興資
金貸付金につい
ては、その融資
条件により、銀
行その他の場合
には、その債権
者と協定するも
のによる。ただ
し、市財政の都
合により、据置
期間及び償還期
限を短縮し、又
は、繰上償還若
しくは、低利に
借換えすること
ができる。

都市計画施設
整備事業

92,100 177,600

（ただし、政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

文化施設整備
事業

45,100
普通貸借
又　　は
証券発行

37,100

臨時財政対策 1,400,000 1,405,100

- 13 -



- 14 -



 

 

 

令和２年度長浜市一般会計 

 

補正予算（第６号）説明書 
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歳入

（款） 14 国庫支出金

（項）  1 国庫負担金

3 民生費国庫負担金 5,379,444 7,987 5,387,431

4 衛生費国庫負担金 2,394 1,717 4,111

5,381,838 9,704 5,391,542

（款） 14 国庫支出金

（項）  2 国庫補助金

2 総務費国庫補助金 11,950,337 54,514 12,004,851

3 民生費国庫補助金 624,620 21,229 645,849

8 土木費国庫補助金 779,230 125,499 904,729

10 教育費国庫補助金 372,146 39,125 411,271

13,748,869 240,367 13,989,236

（款） 15 県支出金

（項）  1 県負担金

4 衛生費県負担金 1,197 858 2,055

2,029,103 858 2,029,961

（款） 15 県支出金

（項）  2 県補助金

3 民生費県補助金 625,517 16,674 642,191

6 農林水産業費県補助金 531,390 434 531,824

10 教育費県補助金 39,521 △3,100 36,421

1,504,511 14,008 1,518,519

（款） 15 県支出金

（項）  3 県委託金

3 民生費県委託金 662 1,825 2,487

補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

1 社会福祉費負担金 7,987 生活困窮者自立相談支援事業等負担金 7,987

1 保健衛生費負担金 1,717 母子保健衛生費負担金 1,717

（単位：千円）

金　　額

1 総務管理費補助金 54,514 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,389

通知カード・個人番号カード関連事務費補助金 50,125

3 児童福祉費補助金 20,874 子ども子育て支援交付金 20,874

7 社会福祉費補助金 355 生活困窮者就労準備支援等事業補助金 355

4 都市計画費補助金 95,051 社会資本整備総合交付金 95,051

5 住宅費補助金 30,448 社会資本整備総合交付金 30,448

1 小学校費補助金 3,346 公立学校情報機器整備費補助金 3,346

2 中学校費補助金 1,636 公立学校情報機器整備費補助金 1,636

4 社会教育費補助金 20,750 文化芸術振興費補助金 20,750

5 保健体育費補助金 13,393 学校保健特別対策事業費補助金 13,393

（単位：千円）

金　　額

1 保健衛生費負担金 858 母子保健衛生費負担金 858

（単位：千円）

金　　額

4 児童福祉費補助金 16,674 地域子育て支援事業費補助金 14,674

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補

助金 2,000

2 農業振興費補助金 434 環境こだわり大豆流通対策事業補助金 434

1 学校教育費補助金 △3,100 森林環境学習「やまのこ」事業費補助金 △3,100

（単位：千円）

金　　額

2 しょうがい者福祉費委託金 1,825 医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事

業費委託金 1,825

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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（款） 15 県支出金

（項）  3 県委託金

304,533 1,825 306,358

（款） 18 繰入金

（項）  1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金 2,244,477 181,371 2,425,848

6 地域福祉基金繰入金 232,843 8,606 241,449

23 地域の元気づくり基金繰入金 61,594 60,896 122,490

25 公共施設等整備基金繰入金 164,661 26,551 191,212

6,041,611 277,424 6,319,035

（款） 19 繰越金

（項）  1 繰越金

1 繰越金 113,400 65,113 178,513

113,400 65,113 178,513

（款） 20 諸収入

（項）  5 雑入

5 雑入 706,066 △27,192 678,874

706,092 △27,192 678,900

（款） 21 市債

（項）  1 市債

8 土木債 535,700 85,500 621,200

10 教育債 98,800 2,000 100,800

13 臨時財政対策債 1,400,000 5,100 1,405,100

5,067,900 92,600 5,160,500

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

- 18 -



（単位：千円）

金　　額

（単位：千円）

金　　額

1 財政調整基金繰入金 181,371

1 地域福祉基金繰入金 8,606

1 地域の元気づくり基金繰入 60,896

金

1 公共施設等整備基金繰入金 26,551

（単位：千円）

金　　額

1 前年度繰越金 65,113

（単位：千円）

金　　額

3 民生費雑入 △27,192 放課後児童クラブ保護者負担金 △27,192

（単位：千円）

金　　額

3 都市計画施設整備事業債 85,500 街路整備事業債 85,500

3 社会教育施設整備事業債 10,000 生涯学習施設整備事業債 10,000

5 文化施設整備事業債 △8,000

1 臨時財政対策債 5,100

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明
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歳出

（款）  2 総務費

（項）  1 総務管理費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

9 地域振興費 128,701 11,809 140,510 11,809

15 諸費 70,518 66,000 136,518 66,000

17 市民協働推進費 68,598 1,076 69,674 1,076

18 市民まちづくりセ 274,396 970 275,366 970

ンター費

16,525,681 79,855 16,605,536 79,855

（款）  2 総務費

（項）  3 戸籍住民基本台帳費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 戸籍住民基本台帳 253,084 54,514 307,598 54,514

費

253,084 54,514 307,598 54,514

（款）  3 民生費

（項）  1 社会福祉費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 社会福祉総務費 3,133,406 10,650 3,144,056 7,987 2,663

3 しょうがい福祉費 3,874,650 10,431 3,885,081 1,825 8,606

6 社会福祉施設費 151,790 5,638 157,428 5,638

10,163,858 26,719 10,190,577 9,812 8,606 8,301

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
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（単位：千円）

7 報 償 費 980 □地域振興政策費 980

12 委 託 料 10,829   報償費 980

□地域活性化施設管理運営事業費 10,829

  指定管理委託料 10,829

22 償還金、利子 66,000 □市税等還付金 66,000

及 び 割 引 料   償還金 66,000

12 委 託 料 1,076 □地域国際化推進事業費 1,076

  指定管理委託料 1,076

12 委 託 料 970 □市民まちづくりセンター管理運営事業費 970

  指定管理委託料 970

（単位：千円）

11 役 務 費 661 □戸籍住民基本台帳管理事務経費 54,514

12 委 託 料 4,389   通信運搬費 661

18 負担金、補助 49,464   情報システム委託料 4,389

及 び 交 付 金   通知カード・個人番号カード関連事務取扱交付金 49,464

（単位：千円）

19 扶 助 費 10,650 □生活困窮者自立支援事業費 10,650

  扶助費 10,650

12 委 託 料 1,825 □しょうがい福祉施設整備支援事業費 8,606

18 負担金、補助 8,606   しょうがい福祉施設整備支援事業補助金 8,606

及 び 交 付 金 □しょうがい者地域生活支援事業費 1,825

  医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業委託料 1,825

12 委 託 料 5,638 □健康パークあざい管理運営事業費 5,638

  指定管理委託料 5,638

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  3 民生費

（項）  2 児童福祉費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 児童福祉総務費 3,060,942 26,583 3,087,525 37,548 △27,192 16,227

8,527,521 26,583 8,554,104 37,548 △27,192 16,227

（款）  3 民生費

（項）  3 生活保護費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 生活保護総務費 153,051 710 153,761 355 355

1,903,051 710 1,903,761 355 355

（款）  4 衛生費

（項）  1 保健衛生費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 予防接種費 322,504 92,338 414,842 92,338

4 母子保健費 124,949 3,435 128,384 2,575 860

7,179,905 95,773 7,275,678 2,575 93,198

（款）  5 労働費

（項）  1 労働諸費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 労働諸費 22,918 1,930 24,848 1,930

22,918 1,930 24,848 1,930

（款）  6 農林水産業費

（項）  1 農業費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3 農業振興費 429,319 11,069 440,388 434 10,635

一般財源
目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
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（単位：千円）

12 委 託 料 25,032 □放課後児童クラブ運営事業費 26,583

18 負担金、補助 1,551   放課後児童クラブ事業委託料 25,032

及 び 交 付 金   小規模放課後児童クラブ補助金 1,551

（単位：千円）

12 委 託 料 710 □生活保護費給付事務経費 710

  情報システム委託料 710

（単位：千円）

11 役 務 費 7,804 □予防接種事業費 92,338

12 委 託 料 39,061   広告料 300

18 負担金、補助 45,473   手数料 7,504

及 び 交 付 金   予防接種委託料 39,061

  インフルエンザ予防接種臨時補助金 45,473

19 扶 助 費 3,435 □母子保健事業費 3,435

  扶助費 3,435

（単位：千円）

12 委 託 料 1,930 □勤労者施設管理運営事業費 1,930

  指定管理委託料 1,930

（単位：千円）

12 委 託 料 2,701 □環境こだわり農産物支援事業費 868

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  6 農林水産業費

（項）  1 農業費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2,086,016 11,069 2,097,085 434 10,635

（款）  6 農林水産業費

（項）  2 林業費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 林業施設費 3,073 1,128 4,201 1,128

158,256 1,128 159,384 1,128

（款）  7 商工費

（項）  1 商工費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 商工業振興費 1,994,250 91,344 2,085,594 30,448 60,896

3 観光費 225,450 2,997 228,447 2,997

2,446,543 94,341 2,540,884 30,448 60,896 2,997

（款）  8 土木費

（項）  4 都市計画費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

6 街路事業費 172,766 190,102 362,868 95,051 85,500 9,551

2,393,061 190,102 2,583,163 95,051 85,500 9,551

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源
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（単位：千円）

18 負担金、補助 8,368   環境こだわり大豆流通対策事業補助金 868

及 び 交 付 金 □持続可能な農業経営支援事業費 7,500

  農業者収入保険加入促進支援事業費補助金 7,500

□農林水産物販売加工施設管理運営事業費 2,701

  指定管理委託料 2,701

（単位：千円）

12 委 託 料 1,128 □林業施設管理運営事業費 1,128

  指定管理委託料 1,128

（単位：千円）

18 負担金、補助 91,344 □商業振興対策事業費 91,344

及 び 交 付 金   中心市街地地域産業資源長寿命化事業費補助金 91,344

12 委 託 料 4,497 □長浜鉄道スクエア管理運営事業費 951

18 負担金、補助 △1,500   指定管理委託料 951

及 び 交 付 金 □己高庵管理運営事業費 3,546

  指定管理委託料 3,546

□観光振興事務経費 △1,500

  天女サミット負担金 △1,500

（単位：千円）

16 公有財産購入 64,020 □地福寺神照線整備事業費 190,102

費   整備事業費 190,102

21 補償、補填及 126,082

び 賠 償 金

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款）  8 土木費

（項）  5 住宅費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 住宅管理費 212,336 1,584 213,920 1,584

227,296 1,584 228,880 1,584

（款） 10 教育費

（項）  1 教育総務費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3 教育振興費 373,082 △4,997 368,085 △3,100 △1,897

1,333,820 △4,997 1,328,823 △3,100 △1,897

（款） 10 教育費

（項）  2 小学校費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 小学校管理費 697,345 11,732 709,077 5,866 5,866

2 小学校教育振興費 809,097 11,099 820,196 6,221 4,878

1,506,442 22,831 1,529,273 12,087 10,744

（款） 10 教育費

（項）  3 中学校費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 中学校管理費 293,928 6,544 300,472 3,272 3,272

2 中学校教育振興費 373,734 5,366 379,100 3,016 2,350

667,662 11,910 679,572 6,288 5,622

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
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（単位：千円）

12 委 託 料 1,584 □市営住宅整備事業費 1,584

  電波障害対策委託料 1,584

（単位：千円）

10 需 用 費 △140 □心輝く学校づくり推進事業費 △4,997

13 使用料及び賃 △4,857   消耗品費 △140

借 料   使用料及び賃借料 △4,857

（単位：千円）

17 備 品 購 入 費 11,732 □小学校管理費 7,752

  備品購入費 7,752

□小学校校舎等維持管理経費 3,980

  備品購入費 3,980

17 備 品 購 入 費 11,099 □小学校教育備品整備事業費 11,099

  備品購入費 11,099

（単位：千円）

17 備 品 購 入 費 6,544 □中学校管理費 4,484

  備品購入費 4,484

□中学校校舎等維持管理経費 2,060

  備品購入費 2,060

17 備 品 購 入 費 5,366 □中学校教育備品整備事業費 5,366

  備品購入費 5,366

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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（款） 10 教育費

（項）  5 社会教育費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 生涯学習費 201,483 36,336 237,819 10,750 10,000 15,586

5 文化財保護費 55,643 △2,266 53,377 △2,266

6 文化施設費 301,045 18,748 319,793 10,000 △8,000 17,000 △252

899,726 52,818 952,544 20,750 2,000 17,000 13,068

（款） 10 教育費

（項）  6 保健体育費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 体育振興費 68,587 2,120 70,707 2,120

3 体育施設費 176,664 5,717 182,381 5,717

820,096 7,837 827,933 7,837

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
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（単位：千円）

12 委 託 料 2,236 □文化芸術活動振興事業費 1,100

14 工 事 請 負 費 33,000   文化芸術活動等再開支援事業助成金 1,100

18 負担金、補助 1,100 □市民文化ホール管理運営事業費 2,085

及 び 交 付 金   指定管理委託料 2,085

□長浜市民交流センター管理運営事業費 151

  指定管理委託料 151

□生涯学習施設整備事業費 33,000

  整備事業費 33,000

18 負担金、補助 △2,266 □指定文化財等保存整備事業費 △2,266

及 び 交 付 金   指定文化財保存伝承補助金 △2,266

12 委 託 料 1,748 □文化施設管理運営費 1,748

14 工 事 請 負 費 17,000   指定管理委託料 1,748

□文化施設整備事業費 17,000

  整備事業費 17,000

（単位：千円）

12 委 託 料 2,120 □スポーツ振興対策事業費 2,120

  長浜文化スポーツ振興事業団委託料 2,120

12 委 託 料 5,717 □スポーツ施設管理運営事業費 5,717

  指定管理委託料 5,717

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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議案第８５号 

 

   令和２年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和２年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５９，８２８千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，６９６，２３５千円とする。 

 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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第１表　歳入歳出予算補正

歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

7 県支出金 7,501,588 13,794 7,515,382

2 県補助金 7,501,588 13,794 7,515,382

11 繰越金 1 5,124 5,125

1 繰越金 1 5,124 5,125

12 諸収入 25,510 40,910 66,420

5 雑入 21,044 40,910 61,954

歳　　　　入　　　　合　　　　計 10,636,407 59,828 10,696,235

歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

5 諸支出金 75,234 59,828 135,062

2 償還金及び還付加算 7,394 59,828 67,222

金

歳　　　　出　　　　合　　　　計 10,636,407 59,828 10,696,235
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令和２年度長浜市国民健康保険特別会計 

 

補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 説 明 書 
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歳入

（款）  7 県支出金

（項）  2 県補助金

3 保険給付費等交付金 7,484,905 13,794 7,498,699

7,501,588 13,794 7,515,382

（款） 11 繰越金

（項）  1 繰越金

1 繰越金 1 5,124 5,125

1 5,124 5,125

（款） 12 諸収入

（項）  5 雑入

5 雑入 146 40,910 41,056

21,044 40,910 61,954計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

2 保険給付費等交付金（特別 13,794

交付金）

（単位：千円）

金　　額

1 前年度繰越金 5,124

（単位：千円）

金　　額

2 国民健康保険事業費雑入 40,910

説　　　　　　　　　　　　　明
節

区　　分

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
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歳出

（款）  5 諸支出金

（項）  2 償還金及び還付加算金

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 一般被保険者保険 7,322 13,794 21,116 13,794

料還付金

5 償還金 2 46,034 46,036 40,910 5,124

7,394 59,828 67,222 13,794 40,910 5,124

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

22 償還金、利子 13,794 □一般被保険者保険料還付金 13,794

及 び 割 引 料

22 償還金、利子 46,034 □償還金 46,034

及 び 割 引 料

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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議案第８６号 

 

   令和２年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和２年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２２３，２９０千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，２２０，２９０千円とする。 

 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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第１表　歳入歳出予算補正

歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

4 国庫支出金 2,832,783 3,220 2,836,003

2 国庫補助金 818,477 3,220 821,697

5 支払基金交付金 3,090,967 18,988 3,109,955

1 支払基金交付金 3,090,967 18,988 3,109,955

6 県支出金 1,698,264 1,656 1,699,920

2 県補助金 98,587 1,656 100,243

9 繰越金 1,000 199,426 200,426

1 繰越金 1,000 199,426 200,426

歳　　　　入　　　　合　　　　計 11,997,000 223,290 12,220,290

歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

5 諸支出金 36,002 223,290 259,292

1 基金費 32,672 115,981 148,653

3 償還金及び還付加算 3,030 107,309 110,339

金

歳　　　　出　　　　合　　　　計 11,997,000 223,290 12,220,290
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令和２年度長浜市介護保険特別会計 

 

補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） 説 明 書 
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歳入

（款）  4 国庫支出金

（項）  2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金 197,174 3,220 200,394

818,477 3,220 821,697

（款）  5 支払基金交付金

（項）  1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金 3,002,384 18,489 3,020,873

2 地域支援事業支援交付金 88,583 499 89,082

3,090,967 18,988 3,109,955

（款）  6 県支出金

（項）  2 県補助金

1 地域支援事業交付金 98,587 1,656 100,243

98,587 1,656 100,243

（款）  9 繰越金

（項）  1 繰越金

1 繰越金 1,000 199,426 200,426

1,000 199,426 200,426計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

計

目 補正前の額 補　正　額 計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

金　　額

2 過年度分 3,220

（単位：千円）

金　　額

2 過年度分 18,489

2 過年度分 499

（単位：千円）

金　　額

2 過年度分 1,656

（単位：千円）

金　　額

1 前年度繰越金 199,426

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分

説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
説　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分
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歳出

（款）  5 諸支出金

（項）  1 基金費

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 基金費 32,672 115,981 148,653 115,981

32,672 115,981 148,653 115,981

（款）  5 諸支出金

（項）  3 償還金及び還付加算金

内　　訳

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 償還金 0 107,309 107,309 107,309

3,030 107,309 110,339 107,309

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

補　　正　　額　　の　　財　　源

特　　　定　　　財　　　源

一般財源

一般財源

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

24 積 立 金 115,981 □介護保険財政調整基金積立金 115,981

（単位：千円）

22 償還金、利子 107,309 □過年度分精算返還金 107,309

及 び 割 引 料

説　　　　　　　　　　　　　　明

節

区　　分 金　　額

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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議案第８７号 

 

令和２年度長浜市病院事業会計補正予算（第２号） 

 

第１条 令和２年度長浜市病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 予算第５条の表に次の事項、期間及び限度額を加える。 

市立長浜病院 

大規模改修事業（追加分） 

令和２年度から 

令和３年度まで 
４３０，０００千円 

 

 

令和２年９月３日提出 

長浜市長 藤井 勇治 
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令和２年度長浜市病院事業会計 

 

補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 説 明 書 
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議案第８８号 

 

   令和元年度長浜市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３３条第３項の規定に基づき、別紙のとおり監

査委員の意見をつけて、令和元年度長浜市一般会計歳入歳出決算の認定について、議会の

議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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議案第８９号 

 

   令和元年度長浜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３３条第３項の規定に基づき、別紙のとおり監

査委員の意見をつけて、令和元年度長浜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議会の議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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議案第９０号 

 

   令和元年度長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）歳入歳出決算の認定につい 

   て 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３３条第３項の規定に基づき、別紙のとおり監

査委員の意見をつけて、令和元年度長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）歳入歳出決

算の認定について、議会の議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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議案第９１号 

 

   令和元年度長浜市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３３条第３項の規定に基づき、別紙のとおり監

査委員の意見をつけて、令和元年度長浜市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、議会の議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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議案第９２号 

 

   令和元年度長浜市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３３条第３項の規定に基づき、別紙のとおり監

査委員の意見をつけて、令和元年度長浜市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

議会の議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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議案第９３号 

 

   令和元年度長浜市休日急患診療所特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３３条第３項の規定に基づき、別紙のとおり監

査委員の意見をつけて、令和元年度長浜市休日急患診療所特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、議会の議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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議案第９４号 

 

   令和元年度長浜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３３条第３項の規定に基づき、別紙のとおり監

査委員の意見をつけて、令和元年度長浜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、議会の議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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議案第９５号 

 

令和元年度長浜市病院事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第３０条第４項の規定に基づき、別紙のとお

り監査委員の意見をつけて、令和元年度長浜市病院事業会計決算の認定について、議会の

議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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議案第９６号 

 

令和元年度長浜市老人保健施設事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第３０条第４項の規定に基づき、別紙のとお

り監査委員の意見をつけて、令和元年度長浜市老人保健施設事業会計決算の認定について、

議会の議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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議案第９７号 

 

令和元年度長浜市公共下水道事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第３０条第４項の規定に基づき、別紙のとお

り監査委員の意見をつけて、令和元年度長浜市公共下水道事業会計決算の認定について、

議会の議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   
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議案第９８号 

 

長浜市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

 

長浜市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治 
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長浜市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

長浜市放課後児童クラブ条例（平成18年長浜市条例第110号）の一部を次のように改正

する。 

第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とし、第９条を第１０条とする。 

第８条の見出しを「保護者負担金の納付等」に改め、同条第１項中「別表第２」を「前

条」に改め、同条第２項中「前項」を「前条」に改め、同条を第９条とし、第７条の次に

次の１条を加える。 

（通所区分等） 

第８条 児童クラブの通所に係る区分並びに各区分の期間及び保護者負担金は、別表第２

のとおりとする。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第８条、第９条関係） 

通所区分 通所期間 保護者負担金 

通年通所 
４月から翌年３月

まで 

土曜日通所なし 月額８，０００円 

土曜日通所あり 月額１１，０００円 

長期休業中のみ通所 

夏季休業日 １６，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ３，０００円 

学年始休業日 ３，０００円 

備考 夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び学年始休業日とは、長浜市立学校の

管理運営に関する規則（平成18年長浜市教育委員会規則第16号）第３条第１項第３号

から第６号までに規定する休業日をいい、同項第１号及び第２号に規定する休業日並

びに同条第２項の規定に基づき授業が行われる日を除く。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第９９号 

 

長浜市道路占用料徴収条例の一部改正について 

 

長浜市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治 
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長浜市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 

長浜市道路占用料徴収条例（平成18年長浜市条例第151号）の一部を次のように改正す

る。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

占用物件 単位 占用料 

法第３２条

第１項第１

号に掲げる

工作物 

第１種電柱 １本につき１年 ４２０ 

第２種電柱 ６５０ 

第３種電柱 ８８０ 

第１種電話柱 ３８０ 

第２種電話柱 ６１０ 

第３種電話柱 ８３０ 

その他の柱類 ３８ 

共架電線その他上空に設ける

線類 

長さ１メートルにつき

１年 

４ 

地下に設ける電線その他の線

類 

２ 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ３７０ 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

２３０ 

変圧塔その他これに類するも

の及び公衆電話所 

１個につき１年 ７６０ 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ３２０ 

広告塔 表示面積１平方メート

ルにつき１年 

９６０ 

その他のもの 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

７６０ 

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が０．０７メートル未満

のもの 

長さ１メートルにつき

１年 

１６ 

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの 

２３ 

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のもの 

３４ 

外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの 

４５ 
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外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの 

６８ 

外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの 

９１ 

外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの 

１６０ 

外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの 

２３０ 

外径が１メートル以上のもの ４５０ 

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げ

る施設 

占用面積１平方メート

ルにつき１年 

７６０ 

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

施設 

地下街及び

地下室 

階数が１のもの Ａに０．００５を

乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに０．００８を

乗じて得た額 

階数が３以上のも

の 

Ａに０．０１を乗

じて得た額 

上空に設ける通路 ４８０ 

地下に設ける通路 ２９０ 

その他のもの ７６０ 

法第３２条

第１項第６

号に掲げる

施設 

祭礼、縁日その他の催しに際

し、一時的に設けるもの 

占用面積１平方メート

ルにつき１日 

１０ 

その他のもの 占用面積１平方メート

ルにつき１月 

９６ 

道路法施行

令（昭和27

年 政 令 第

479 号 。 以

下「政令」

という。）

第７条第１

号に掲げる

物件 

看板（アー

チであるも

のを除く。） 

一時的に設けるも

の 

表示面積１平方メート

ルにつき１月 

９６ 

その他のもの 表示面積１平方メート

ルにつき１年 

９６０ 

標識 １本につき１年 ６１０ 

旗ざお 祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

１本につき１日 １０ 

その他のもの １本につき１月 ９６ 

幕（政令第

７条第４号

に掲げる工

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

その面積１平方メート

ルにつき１日 

１０ 
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事用施設で

あるものを

除く。） 

その他のもの その面積１平方メート

ルにつき１月 

９６ 

アーチ 車道を横断するも

の 

１基につき１月 ９６０ 

その他のもの ４８０ 

政令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

 

 

７６０ 

政令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

政令第７条第４号に掲げる工事用施設及び

同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平方メート

ルにつき１月 

９６ 

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び

同条第７号に掲げる施設 

７６ 

政令第７条

第８号に掲

げる施設 

トンネルの上又は高架の道路

の路面下（当該路面下の地下

を除く。）に設けるもの 

占用面積１平方メート

ルにつき１年 

Ａに０．０１９を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２３を

乗じて得た額 

地下（トン

ネルの上の

地 下 を 除

く。）に設

けるもの 

階数が１のもの Ａに０．００５を

乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに０．００８を

乗じて得た額 

階数が３以上のも

の 

Ａに０．０１を乗

じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

政令第７条

第９号に掲

げる施設 

建築物 Ａに０．０１９を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１３を

乗じて得た額 

政令第７条

第１０号に

掲げる施設

及び自動車

駐車場 

建築物 Ａに０．０２３を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１３を

乗じて得た額 
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政令第７条

第１１号に

掲げる応急

仮設建築物 

トンネルの上又は高架の道路

の路面下に設けるもの 

Ａに０．０１９を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２３を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

政令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

政令第７条

第１３号に

掲げる施設 

トンネルの上又は高速自動車

国道若しくは自動車専用道路

（高架のものに限る。）の路

面下に設けるもの 

Ａに０．０１９を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２３を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

備考 

１ 金額の単位は、円とする。 

２ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のう

ち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項にお

いて同じ。）を支持するものを、第２種電柱とは、電柱のうち４条又は５条の電線

を支持するものを、第３種電柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものを

いうものとする。 

３ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持

する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該

電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。）を支持す

るものを、第２種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、

第３種電話柱とは、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

４ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設

置する電線をいうものとする。 

５ 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 

６ Ａとは、近傍類似の土地（政令第７条第８号に掲げる施設のうち同号に規定する

特定連結路付属地に設けるもの及び同条第１３号に掲げる施設について近傍に類似

の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似し

た土地）の時価を表すものとする。 

７ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが０．０１平方メート

ル若しくは０．０１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに 

０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満の端数があるときは、その全

- 65 -



面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとす

る。 

８ 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用許可の期間が１年未満で

あるとき、又はその期間に１年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、な

お、１か月未満の端数があるときは１か月として計算し、占用料の額が月額で定め

られている占用物件に係る占用許可の期間が１か月未満であるとき、又はその期間

に１か月未満の端数があるときは１か月として計算するものとする。 

９ 占用料の額の算定期間は、占用許可の期間とする。 

１０ １件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が１００円に満たない場

合は、当該占用料の額を１００円とし、１００円を超える場合であって１円未満の

端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額を当該占用料の額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までにした許可に係る占用料（占用許可の期間が令和３年

度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあ

っては、令和３年度以降の占用料を除く。）の額については、なお従前の例による。 
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議案第１００号 

 

長浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について 

 

長浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治 
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長浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 

長浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成 20 年長浜市条例第

35号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

祇󠄀園中久保地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された彦根長浜都

市計画祇󠄀園中久保地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が

定められた区域 

別表第２に次のように加える。 

７ 祇󠄀園中久保地区地区整備計画区域 

計画地区の区分 祇󠄀園中久保地区 

ア 建築物の用途の制

限 

次に掲げる建築物以外の建築物 

(1) 住宅（ただし、一戸建専用住宅に限る。） 

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるも

ののうち政令第１３０条の３に定めるもの 

(3) 診療所 

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要

な建築物で政令第１３０条の４に定めるもの 

(5) 町内会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動又は自

治会活動の目的に供するための集会所その他これに類するもの 

(6) 前各号の建築物に付属するもの（政令第１３０条の５に定

めるものを除く。） 

イ 建築物の容積率の

最高限度 

１０分の２０ 

エ 建築物の建ぺい率

の最高限度 

１０分の６ 

オ 建築物の敷地面積

の最低限度 

２００平方メートル（すみ切りをした敷地は１８０平方メート

ル） 

キ 壁面の位置の制限 道路境界及び隣地境界から１．０メートル以上とする。 

ク 壁面の位置の制限

の適用除外 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３．０メ

ートル以下であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒高が２．３メート

ル以下で、かつ、床面積の合計が５平方メートル以内であるも

の 

(3) 壁面を有しない自動車車庫で軒高が２．５メートル以下で

あるもの 

ケ 建築物の高さの最

高限度 

(1) 建築物の高さの最高限度は、地盤面から１２．０メートル

とする。 

(2) 前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さは、建
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築物の壁面から前面道路の反対側の境界線までの水平距離が

２０．０メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面

道路の反対側の境界線までの水平距離に１．２５を乗じて得た

もの以下とする。 

(3) 地盤面からの建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地

境界線までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たもの

に１０．０メートルを加えたもの以下とする。 

附 則 

この条例は、彦根長浜都市計画祇󠄀園中久保地区地区計画の決定に関する都市計画法（昭

和 43年法律第 100号）第２０条第１項の規定に基づく告示の日から施行する。 
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議案第１０１号 

 

都市公園の廃止について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２４４条の２第２項及び長浜市議会の議決に付す

べき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例（平成18年長浜市条例第56号）

第３条第１号の規定に基づき、次のとおり都市公園を廃止することにつき、議会の特別議

決を求める。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   

 

 

廃止 

名  称 位  置 廃止面積 

長浜中央公園 長浜市宮司町字八十地内 0.4ha 
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議案第１０２号 

 

   財産の取得について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第９６条第１項第８号及び長浜市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年長浜市条例第54号）第３条の規

定に基づき、次の財産を取得することにつき、議会の議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治 

 

 

１ 契 約 の 目 的  学習者用コンピュータの購入 

 

２ 財産の種類及び数量  学習者用コンピュータ（iPad） ９，０４１台 

 

３ 契 約 の 方 法  随意契約（共同調達方式） 

 

４ 契 約 の 金 額  ４４４，０７３，７２９円 

 

５ 契 約 の 相 手 方  草津市大路一丁目１５番５号 
             株式会社大塚商会 滋賀営業所 
              所長 宇野 直基 
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議案第１０３号 

 

   市道の路線の認定について 

 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条第２項の規定に基づき、次のとおり市道の路線を

認定することにつき、議会の議決を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   

 

 

１ 認定 

整理番号 路線名 起点 終点 
重要な 

経過地 

12124 
石田 

東上坂線 

長浜市石田町 

字東羅 648番 1 

長浜市東上坂町 

字高嶋 1163番 
 

14290 
神照 

南北６号線 

長浜市神照町 

字二ノ坪 8番 5 

長浜市神照町 

字一ノ坪 2番 14 
 

14291 
神照 

環状６号線 

長浜市神照町 

字二ノ坪 8番 9 

長浜市神照町 

字二ノ坪 8番 3 
 

14292 
神照東西 

１７号線 

長浜市神照町 

字一ノ坪 1番 10 

長浜市神照町 

字一ノ坪 1番 17 
 

14293 
神照東西 

１８号線 

長浜市神照町 

字一ノ坪 1番 26 

長浜市神照町 

字一ノ坪 1番 34 
 

14294 
神照東西 

１９号線 

長浜市神照町 

字二ノ坪 8番 21 

長浜市神照町 

字八ヶ坪 120番 13 
 

14295 
神照東西 

２０号線 

長浜市神照町 

字久保田 826番 20 

長浜市神照町 

字久保田 830番 
 

14296 
祇園 

環状８号線 

長浜市祇園町 

字八ノ坪 23番 14 

長浜市祇園町 

字八ノ坪 23番 26 
 

14297 
鳥羽上北 

東西５号線 

長浜市鳥羽上町 

字水打 829番 

長浜市鳥羽上町 

字水打 1番 2 
 

22121 
法楽寺 

東野線 

長浜市法楽寺町 

字野極 89番 

長浜市東野町 

字川北 249番 
 

23669 
内保 

南北２号線 

長浜市内保町 

字福良前 2774番 1 

長浜市内保町 

字福良前 2789番 3 
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63221 
宇根 

南北２号線 

長浜市高月町宇根 

字上横枕 52番 8 

長浜市高月町宇根 

字上横枕 52番 14 
 

63222 
宇根 

南北３号線 

長浜市高月町宇根 

字横和毛 8番 15 

長浜市高月町宇根 

字和毛 12番 10 
 

73326 
川合 

木之本線 

長浜市木之本町川合 

字峠 1559番 22 

長浜市木之本町木之本 

字早刈 803番 3 
 

83223 
椿坂 

中河内線 

長浜市余呉町椿坂 

字上り尾 381番 5 

長浜市余呉町中河内 

字小峯 901番 1 
 

83224 
中河内 

東西１号線 

長浜市余呉町中河内 

字山端 1445番 4 

長浜市余呉町中河内 

字イカ谷 1403番 7 
 

83225 
中河内 

東西２号線 

長浜市余呉町中河内 

字イカ谷 1403番 8 

長浜市余呉町中河内 

字カソ谷 1096番 2 
 

83226 
菅並 

南北２号線 

長浜市余呉町菅並 

字東縄手 622番 2 

長浜市余呉町菅並 

字東佐惣平 362番 2 
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議案第１０４号 

 

令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合会計の決算の認定について 

 

滋賀県市町村交通災害共済組合が令和２年３月３１日限り解散したことに伴い、地方自

治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２９２条において準用する地方自治法施行令（昭和 22

年政令第 16 号）第５条第３項の規定により、令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合

会計の決算について、議会の認定を求める。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治 
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議案第１０５号 

 

上草野財産区管理会の委員の選任について 

 

上草野財産区管理会の委員に次の者を選任したいから、長浜市財産区管理会条例（平成

18年長浜市条例第 234号）第３条の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   

 

 

 住 所   

 

 氏 名  廣瀬 新造 

 

        

 

 

- 75 -



議案第１０６号 

 

上草野財産区管理会の委員の選任について 

 

上草野財産区管理会の委員に次の者を選任したいから、長浜市財産区管理会条例（平成

18年長浜市条例第 234号）第３条の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   

 

 

 住 所   

 

氏 名   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
議案第１０６号については撤回いたしました。 
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議案第１０７号 

 

上草野財産区管理会の委員の選任について 

 

上草野財産区管理会の委員に次の者を選任したいから、長浜市財産区管理会条例（平成

18年長浜市条例第 234号）第３条の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   

 

 

 住 所   

 

氏 名  宮元 義嗣            
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議案第１０８号 

 

上草野財産区管理会の委員の選任について 

 

上草野財産区管理会の委員に次の者を選任したいから、長浜市財産区管理会条例（平成

18年長浜市条例第 234号）第３条の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   

 

 

 住 所   

 

氏 名  中川 均 
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議案第１０９号 

 

上草野財産区管理会の委員の選任について 

 

上草野財産区管理会の委員に次の者を選任したいから、長浜市財産区管理会条例（平成

18年長浜市条例第 234号）第３条の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   

 

 

 住 所   

 

氏 名  北川 台蔵 
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議案第１１０号 

 

上草野財産区管理会の委員の選任について 

 

上草野財産区管理会の委員に次の者を選任したいから、長浜市財産区管理会条例（平成

18年長浜市条例第 234号）第３条の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   

 

 

 住 所   

 

氏 名  草野 増夫 
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議案第１１１号 

 

上草野財産区管理会の委員の選任について 

 

上草野財産区管理会の委員に次の者を選任したいから、長浜市財産区管理会条例（平成

18年長浜市条例第 234号）第３条の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

令和２年９月３日提出 

 

 

長浜市長 藤井 勇治   

 

 

 住 所   

 

氏 名  寺前 竹雄 
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上草野財産区管理会の委員の選任について 

 

 

議案１０５号 

氏  名  廣瀬 新造（ひろせ しんぞう） 

住  所  

生年月日  

新再任別  新任 

現  在  

経 歴 等  

 

 

議案１０６号 

氏  名  

住  所  

生年月日  

新再任別  

現  在  

経 歴 等  

 

 

議案１０７号 

氏  名  宮元 義嗣（みやもと よしつぐ） 

住  所   

生年月日  

新再任別  新任 

現  在  

経 歴 等   

 

 

議案１０８号 

氏  名  中川 均（なかがわ ひとし） 

住  所   

生年月日  

新再任別  再任 

現  在  

経 歴 等  

 

 

議案１０９号 

氏  名  北川 台蔵（きたがわ だいぞう） 

住  所   

生年月日  

新再任別  新任 

現  在  

経 歴 等  

 

 

議案１１０号 

氏  名  草野 増夫（くさの ますお） 

住  所   

生年月日  

新再任別  新任 

現  在   

経 歴 等   

 

 

議案１１１号 

氏  名  寺前 竹雄（てらまえ たけお） 

住  所   

生年月日   

新再任別  新任 

現  在   

経 歴 等   

 

議案第１０６号については撤回いたしました。 
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諮問第１号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

  

氏  名  堤 泰二 
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諮問第２号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

   

氏  名  曽我 景年 
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諮問第３号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

   

氏  名  藤井 巌 
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諮問第４号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

 

 氏  名  足利 弘樹 
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諮問第５号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

  

氏  名  髙月 眞壽 
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諮問第６号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

  

氏  名  山内 昌達 
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諮問第７号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

   

氏  名  岩佐 欣子 

       

  

 

 

- 89 -



諮問第８号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

   

氏  名  若森 昌子 
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諮問第９号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

   

氏  名  橘 憲照 
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諮問第１０号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

  

 氏  名  布本 喜代子 
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諮問第１１号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

  

 氏  名  横山 秀士 
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諮問第１２号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

   

氏  名  平井 幸晴 
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諮問第１３号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁

護委員として推薦することにつき、議会の意見を求める。 

 

 

  令和２年９月３日提出 

 

 

                          長浜市長  藤井 勇治   

 

 

 住  所   

   

氏  名  田中 祥子 
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人権擁護委員の推薦について 

 

諮問第１号 

 
氏  名   堤 泰二（つつみ たいじ） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  再任 

 職  歴    

 そ の 他    

諮問第２号 

 
氏  名   曽我 景年（そが かげとし） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  再任 

 職  歴    

 

 そ の 他    

 

諮問第３号 

 
氏  名   藤井 巌（ふじい いわお） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  再任 

 職  歴    

 そ の 他    

         

         

諮問第４号 

 
氏  名   足利 弘樹（あしかが ひろき） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  再任 

 職  歴    

         

 そ の 他    

諮問第５号 

 
氏  名   髙月 眞壽（たかつき しんじゅ） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  再任 

 職  歴    

         

 そ の 他    
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諮問第６号 

 
氏  名   山内 昌達（やまうち まさたつ） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  再任 

 職  歴    

 そ の 他    

 

 

諮問第７号 

 
氏  名   岩佐 欣子（いわさ よしこ） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  再任 

 職  歴    

 そ の 他    

諮問第８号 

 
氏  名   若森 昌子（わかもり しょうこ） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  新任 

 職  歴    

 そ の 他    

諮問第９号 

 
氏  名   橘 憲照（たちばな けんしょう） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  新任 

 職  歴    

 

 そ の 他    

諮問第１０号 

 
氏  名   布本 喜代子（ふもと きよこ） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  新任 

 職  歴    

         

         

諮問第１１号 

 
氏  名   横山 秀士（よこやま ひでし） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  新任 

 職  歴    
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諮問第１２号 

 
氏  名   平井 幸晴（ひらい ゆきはる） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  新任 

 職  歴    

 そ の 他    

諮問第１３号 

 
氏  名   田中 祥子（たなか しょうこ） 

住  所    

生年月日    

新再任の別  新任 

 職  歴    

 そ の 他    
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